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一
　
前
書
き

　

こ
の
半
世
紀
の
間
に
、
諸
国
の
国
際
私
法
立
法
は
目
ま
ぐ
る
し
い
変

貌
を
遂
げ
て
き
た
。
わ
が
国
国
際
私
法
を
例
に
と
っ
て
言
え
ば
、
平
成

元
年
の
法
例
改
正
、
及
び
、
平
成
一
八
年
の
法
例
改
正
に
よ
る
「
法
の

適
用
に
関
す
る
通
則
法
」
の
制
定
が
、
わ
が
国
際
私
法
を
画
期
的
に
改

革
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
国
際
私
法
立
法
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
国

際
私
法
規
則
の
内
容
に
従
い
、
そ
れ
を
第
一
世
代
と
第
二
世
代
と
に
区

分
す
る
学
説
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
世
代
の
国
際
私
法
立
法

と
は
、
大
陸
型
国
際
私
法
が
ア
メ
リ
カ
の
「
抵
触
法
革
命
」
か
ら
の
影

響
を
受
け
る
前
ま
で
の
時
代
の
そ
れ
で
あ
り
、
そ
し
て
、
第
二
世
代
の

国
際
私
法
立
法
と
は
、
そ
れ
以
降
の
時
代
の
そ
れ
で
あ
る
（Sym

eon 
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し
か
し
、
欧
州
圏
の
領
域
に
限
っ
て
言
え
ば
、
欧
州
連
合
法
の
適
用

の
優
先
が
謳
わ
れ
始
め
た
頃
、
又
、
欧
州
圏
以
外
に
つ
い
て
は
、
ハ
ー

グ
国
際
私
法
条
約
が
普
遍
化
し
て
定
着
し
た
頃
以
降
、
現
在
に
至
る
ま

で
の
時
期
の
国
際
私
法
立
法
を
第
三
世
代
へ
と
細
分
す
る
こ
と
が
可
能

な
内
容
を
有
す
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
を
わ
が
国
際
私
法
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
抵
触
規
則
の
柔
軟

化
が
図
ら
れ
た
平
成
元
年
改
正
以
降
が
第
二
世
代
で
あ
り
、
そ
し
て
、

一
九
八
〇
年
の
契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
欧
州
経
済
共
同
体
条
約

（
い
わ
ゆ
る
ロ
ー
マ
条
約
）
の
影
響
を
受
け
た
規
定
等
を
導
入
し
た
平
成

一
八
年
改
正
以
降
が
、
ほ
ぼ
、
第
三
世
代
に
相
当
す
る
時
期
に
差
し
掛

か
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

本
報
告
は
、
上
述
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
諸
国
国
際
私
法
立
法
の
変

遷
を
俯
瞰
し
て
そ
れ
ら
を
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代
に
お
け
る
特
徴

を
素
描
し
、
そ
し
て
、
今
後
に
お
け
る
課
題
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
一

連
の
報
告
の
い
わ
ば
序
説
で
あ
る
。

二
　
欧
州
諸
国
の
国
際
私
法
立
法

　

欧
州
圏
内
に
お
け
る
第
二
世
代
立
法
の
法
典
化
は
、
一
九
六
〇
年
代

半
ば
か
ら
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
先
ず
、
一
九
六
四
年
の

チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
国
際
私
法
及
び
国
際
民
事
訴
訟
法
に
関
す
る
法
律

（
拙
編
訳
『
国
際
私
法
立
法
総
覧
』（
冨
山
房
、
一
九
八
九
年
）
二
〇
八
頁
以

下
）
に
開
始
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
続
い
た
の
は
、

一
九
六
五
年
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
際
私
法
（
拙
編
訳
・
前
掲
書
三
五
五
頁
以

下
。
尚
、
後
記
の
二
〇
一
一
年
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
際
私
法
は
、
第
三
世
代
に

属
す
る
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
」

東
洋
法
学
五
六
巻
一
号
二
〇
三
頁
以
下
）
で
あ
り
、
一
九
六
七
年

（
一
九
七
七
年
改
正
）
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
民
法
典
（
拙
編
訳
・
前
掲
書
三
六
二
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頁
以
下
）、
一
九
七
四
年
の
ス
ペ
イ
ン
民
法
典
（
拙
稿
「
ス
ペ
イ
ン
民
法

典
中
の
国
際
私
法
規
定
（
一
九
七
四
年
）」
法
学
新
報
八
四
巻
七
・
八
・
九
号

二
二
五
頁
以
下
）、
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
九
七
五
年
の
国
際
民
事
法
、

家
族
法
及
び
労
働
関
係
並
び
に
国
際
経
済
契
約
に
対
す
る
法
の
適
用
に

関
す
る
法
律
―
法
の
適
用
に
関
す
る
法
律
（
拙
編
訳
・
前
掲
書
二
三
七
頁

以
下
）、
一
九
七
九
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
に
関
す
る
連
邦
法

（
拙
編
訳
・
前
掲
書
七
〇
頁
以
下
）、
一
九
七
九
年
の
国
際
私
法
に
関
す
る

ハ
ン
ガ
リ
ー
人
民
共
和
国
国
民
議
会
幹
部
会
法
規
命
令
（
溜
池
良
夫
他

「
一
九
七
九
年
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
際
私
法
」
法
学
論
叢
一
一
二
巻
一
号
七
〇
頁

以
下
、
拙
編
訳
・
前
掲
書
三
〇
九
頁
以
下
）、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お

け
る
一
九
八
二
年
の
一
定
関
係
の
範
囲
に
お
け
る
外
国
規
定
と
の
法
律

抵
触
の
解
決
に
関
す
る
法
律
（
井
之
上
宜
信
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
国

際
私
法
（
一
九
八
三
年
）
に
つ
い
て
」
法
学
新
報
九
二
巻
三
・
四
号
二
一
一

頁
以
下
、
拙
編
訳
・
前
掲
書
三
八
四
頁
以
下
）、
一
九
八
六
年
の
ド
イ
ツ

国
際
私
法
の
新
規
則
の
た
め
の
法
律
（
拙
編
訳
・
前
掲
書
二
四
二
頁
以

下
）、
及
び
、
一
九
九
九
年
の
契
約
外
債
務
関
係
及
び
物
に
つ
い
て
の

国
際
私
法
の
た
め
の
法
律
（
拙
稿
「
ド
イ
ツ
国
際
私
法
に
お
け
る
契
約
外

債
務
お
よ
び
物
権
の
準
拠
法
」
東
洋
法
学
四
三
巻
二
号
一
八
七
頁
以
下
）、

一
九
八
七
年
の
ス
イ
ス
国
際
私
法
に
関
す
る
連
邦
法
（
奥
田
安
弘

「
一
九
八
七
年
の
ス
イ
ス
連
邦
国
際
私
法
」
戸
籍
時
報
三
七
四
号
二
頁
以
下

他
、
拙
編
訳
・
前
掲
書
一
三
一
頁
以
下
）、
一
九
九
二
年
の
ル
ー
マ
ニ
ア

国
際
私
法
（
拙
稿
「
外
国
国
際
私
法
立
法
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
（
１
）
―

ル
ー
マ
ニ
ア
国
際
私
法
（
上
）、（
下
）」
大
阪
国
際
大
学
紀
要
国
際
研
究
論

叢
八
巻
一
号
八
九
頁
以
下
、
同
二
号
一
二
一
頁
以
下
。
尚
、
二
〇
〇
九
年
の

新
し
い
民
法
典
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
は
後
述
）、
一
九
九
三
年
の
ラ
ト

ビ
ア
民
法
典
（
拙
稿
「
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
民
法
典
中
の
国
際
私
法
規
定
」
東

洋
法
学
五
六
巻
三
号
一
六
九
頁
以
下
）、
一
九
九
五
年
の
英
国
国
際
私
法

（
雑
規
定
）
法
（
西
賢
『
比
較
国
際
私
法
の
動
向
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
二

年
）
八
五
頁
以
下
）、
一
九
九
五
年
の
イ
タ
リ
ア
国
際
私
法
（
奥
田
安
弘

＝
桑
原
康
行
「
イ
タ
リ
ア
国
際
私
法
の
改
正
」
戸
籍
時
報
四
六
〇
号
五
六
頁

以
下
、
拙
稿
「
イ
タ
リ
ア
国
際
私
法
の
改
正
と
そ
の
特
質
に
つ
い
て
」
比
較

法
三
四
号
一
〇
五
頁
以
下
）、
一
九
九
六
年
の
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
国

際
私
法
（
拙
稿
「
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
国
際
私
法
の
法
典
化
と
そ
の
特

質
」
比
較
法
三
五
号
一
三
九
頁
以
下
、
小
島
華
子
「
国
際
私
法
に
関
す
る
リ

ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
新
法
に
つ
い
て
」
法
学
新
報
一
〇
五
巻
一
号
一
二
九

頁
以
下
）、
一
九
九
八
年
ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
民
法
典
（
拙
稿
「
外
国
国

際
私
法
立
法
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
（
10
）
―
ベ
ラ
ル
ー
シ
民
法
典
中
の
国

際
私
法
規
定
（
一
九
九
九
年
）
―
」
大
阪
国
際
大
学
紀
要
国
際
研
究
論
叢

一
四
巻
四
号
六
五
頁
以
下
）、
一
九
九
九
年
ス
ロ
ベ
ニ
ア
の
国
際
私
法
及

び
手
続
に
関
す
る
法
律
（
拙
稿
「
ス
ロ
ベ
ニ
ア
国
際
私
法
の
法
典
化
に
つ

い
て
」
東
洋
法
学
四
八
巻
二
号
頁
二
五
七
頁
以
下
）、
二
〇
〇
一
年
の
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
相
続
法
の
変
更
に
関
す
る
法
律
（
拙
稿
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
相
続

法
典
中
の
国
際
私
法
規
定
（
二
〇
〇
一
年
）」
東
洋
法
学
四
九
巻
二
号
一
九
七

頁
以
下
）、
二
〇
〇
二
年
ロ
シ
ア
連
邦
民
法
典
（
拙
稿
「
ロ
シ
ア
連
邦
民

法
典
第
三
部
中
の
国
際
私
法
規
定
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
四
六
巻
一
号
六
九

頁
以
下
）、
二
〇
〇
二
年
エ
ス
ト
ニ
ア
民
法
典
の
一
般
原
則
に
関
す
る
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法
律
（
拙
稿
「
外
国
国
際
私
法
立
法
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
（
６
）
―
エ
ス

ト
ニ
ア
の
国
際
私
法
規
定
―
」
大
阪
国
際
大
学
紀
要
国
際
研
究
論
叢
一
一
巻

四
号
八
七
頁
以
下
）、
そ
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
の
モ
ル
ド
バ
家
族
法
典
及

び
二
〇
〇
二
年
の
同
国
民
法
典
中
の
国
際
私
法
規
定
（
拙
稿
「
モ
ル
ド

バ
の
国
際
私
法
立
法
」
東
洋
法
学
五
七
巻
三
号
（
近
刊
）
掲
載
予
定
）
が
あ

る
。
因
み
に
、
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
に
お
い
て
も
、
一
九
九
一
年
に

は
、
抵
触
法
に
関
す
る
法
律
が
成
立
し
、
施
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
。

　

又
、
リ
ト
ワ
ニ
ア
共
和
国
の
一
九
六
五
年
の
民
法
典
及
び
一
九
七
〇

年
婚
姻
・
家
族
法
典
（
拙
稿
「
外
国
国
際
私
法
立
法
に
関
す
る
研
究
ノ
ー

ト
（
７
）
―
リ
ト
ワ
ニ
ア
民
法
典
お
よ
び
婚
姻
・
家
族
法
典
中
の
国
際
私
法

規
定
―
」
大
阪
国
際
大
学
紀
要
国
際
研
究
論
叢
一
二
巻
一
・
二
号
一
〇
七
頁

以
下
）
は
、
第
一
世
代
当
時
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
リ
ト
ア
ニ
ア

に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
民
法
典
（
拙
稿
「
リ
ト
ア
ニ
ア
国
際
私
法

の
改
正
に
つ
い
て
―
新
旧
立
法
の
比
較
―
」
東
洋
法
学
五
二
巻
二
号
二
一
一

頁
以
下
）
に
よ
り
、
第
二
世
代
の
立
法
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

　

更
に
、
一
九
八
一
年
以
後
の
一
連
の
オ
ラ
ン
ダ
の
国
際
私
法
（
拙
稿

「
外
国
国
際
私
法
立
法
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
（
５
）
―
オ
ラ
ン
ダ
氏
名
抵

触
法
（
一
九
八
九
）・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
家
族
氏
名
法
（
一
九
八
五
）
―
」
大

阪
国
際
大
学
紀
要
国
際
研
究
論
叢
一
一
巻
一
号
九
五
頁
以
下
、
拙
稿
「
オ
ラ

ン
ダ
国
際
不
法
行
為
法
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
―
不
法
行
為
抵
触
法
を
中
心

と
し
て
―
」
東
洋
法
学
四
七
巻
二
号
一
〇
一
頁
以
下
、
拙
稿
「
オ
ラ
ン
ダ
登

録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
抵
触
法
」
東
洋
法
学
五
一
巻
一
号
二
一
五
頁
以
下
、

拙
稿
「
オ
ラ
ン
ダ
国
際
親
子
法
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
―
親
子
関
係
抵
触
法

を
中
心
と
し
て
―
」
東
洋
法
学
五
二
巻
一
号
一
三
五
頁
以
下
、
拙
稿
「
オ
ラ

ン
ダ
国
際
婚
姻
法
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
―
婚
姻
の
効
力
を
中
心
と
し
て

―
」
東
洋
法
学
五
三
巻
一
号
一
五
三
頁
以
下
、
拙
稿
「
オ
ラ
ン
ダ
物
権
抵
触

法
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
―
国
際
物
権
法
に
関
す
る
若
干
の
考
察
―
」
大
東

ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
六
号
六
三
頁
以
下
、
拙
稿
「
オ
ラ
ン
ダ
国
際
家
族
法
立
法

に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
―
婚
姻
抵
触
法
お
よ
び
相
続
抵
触
法
を
中
心
と
し
て

―
」
東
洋
法
学
四
四
巻
一
号
一
六
一
頁
以
下
）
は
、
次
に
引
用
す
る

二
〇
一
一
年
の
オ
ラ
ン
ダ
民
法
典
の
先
駆
的
立
法
で
あ
り
、
そ
れ
ら

は
、
修
正
の
上
、
同
民
法
典
に
編
入
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
四
年
の
ベ
ル
ギ
ー
国
際
私
法
典
（
拙
稿
「
ベ
ル
ギ
ー
国
際
私
法

の
邦
訳
と
解
説
（
上
）、（
下
）」
戸
籍
時
報
五
九
三
号
二
〇
頁
以
下
、

五
九
四
号
五
七
頁
以
下
）、
二
〇
〇
五
年
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
国
際
私
法
に
関

す
る
法
典
（
拙
稿
「
ブ
ル
ガ
リ
ア
国
際
私
法
の
法
典
化
に
つ
い
て
」
東
洋
法

学
五
四
巻
一
号
一
八
七
頁
以
下
）、
二
〇
〇
五
年
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
際
私

法
に
関
す
る
法
律
（
拙
稿
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
際
私
法
の
法
典
化
に
つ
い
て
」

東
洋
法
学
五
五
巻
三
号
一
三
一
頁
以
下
）、
二
〇
〇
七
年
の
マ
ケ
ド
ニ
ア

国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
（
拙
稿
「
マ
ケ
ド
ニ
ア
共
和
国
国
際
私
法
の
改

正
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
五
巻
二
号
一
一
九
頁
以
下
）、
ル
ー
マ
ニ
ア
に

お
け
る
二
〇
〇
九
年
の
新
し
い
民
法
典
に
関
す
る
法
律
（
拙
稿
「
ル
ー

マ
ニ
ア
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
―
新
旧
法
の
比
較
検
討
―
」
東
洋
法
学

五
七
巻
一
号
二
七
九
頁
以
下
）、
二
〇
一
一
年
の
オ
ラ
ン
ダ
民
法
典
第

一
〇
編
（
拙
稿
「
オ
ラ
ン
ダ
国
際
私
法
（
二
〇
一
一
年
）
の
邦
訳
と
解
説
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（
１
）、（
２
）、（
３
）、（
４
）」（
連
載
中
）
戸
籍
時
報
七
〇
二
号
八
頁
以
下
、

七
〇
三
号
三
四
頁
以
下
、
七
〇
五
号
五
三
頁
以
下
、
七
〇
六
号
三
〇
頁
以
下
）

は
、
何
れ
も
第
三
世
代
の
特
徴
を
提
示
す
る
規
定
を
導
入
し
て
い
る
。

三
　
ア
ジ
ア
諸
国
の
国
際
私
法
立
法

　

ア
ジ
ア
圏
内
に
お
け
る
第
二
世
代
立
法
の
法
典
化
は
、
欧
州
圏
に
比

し
て
、
や
や
遅
れ
て
、
例
え
ば
、
一
九
七
七
年
の
ヨ
ル
ダ
ン
民
法
典

（
拙
編
訳
・
前
掲
書
三
九
二
頁
以
下
）
に
始
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
続

き
、
一
九
七
九
年
の
イ
エ
メ
ン
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
民
法
典
（
拙
編
訳
・

前
掲
書
二
九
頁
以
下
）、
一
九
八
二
年
の
ト
ル
コ
共
和
国
国
際
私
法
及
び

国
際
民
事
訴
訟
法
に
関
す
る
法
律
（
溜
池
良
夫
＝
国
友
明
彦
＝
河
野
俊
行

＝
出
口
耕
自
「
一
九
八
二
年
ト
ル
コ
国
際
私
法
」
法
学
論
叢
一
一
五
巻
四
号

八
九
頁
以
下
）、
一
九
八
六
年
の
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
民
事
取
引
法
（
拙

編
訳
・
前
掲
書
一
四
頁
以
下
）、
二
〇
〇
二
年
の
イ
エ
メ
ン
民
法
典
（
拙

稿
「
ア
ラ
ブ
諸
国
国
際
私
法
立
法
の
現
代
化
―
イ
エ
メ
ン
、
カ
タ
ー
ル
、
ア

ル
ジ
ェ
リ
ア
を
中
心
と
し
て
―
」
東
洋
法
学
五
五
巻
一
号
一
六
一
頁
以
下
）、

一
九
九
五
年
（
一
九
九
八
年
改
正
）
の
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
対

外
民
事
関
係
法
（
木
棚
照
一
「
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
対
外
民
事

関
係
法
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
立
命
館
法
学
二
四
九
号
一
二
二
九
頁
以

下
、
青
木
清
「
北
朝
鮮
の
国
際
私
法
」
南
山
法
学
二
〇
巻
三
・
四
号
一
七
九

頁
以
下
）、
一
九
九
五
年
の
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
婚
姻
及
び
家

族
法
（
拙
稿
「
ベ
ト
ナ
ム
国
際
家
族
法
立
法
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト
」
東
洋

法
学
四
七
巻
一
号
一
四
一
頁
以
下
）
の
他
、
一
九
六
九
年
の
カ
ザ
フ
ス
タ

ン
共
和
国
婚
姻
及
び
家
族
法
典
、
及
び
、
一
九
九
七
年
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス

タ
ン
共
和
国
民
法
典
（
拙
稿
「
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
の
国
際
私
法
立
法
に
関

す
る
研
究
ノ
ー
ト
―
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
及
び
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
を
中
心
と
し
て

―
」
東
洋
法
学
四
五
巻
一
号
七
七
頁
以
下
）、
一
九
九
九
年
の
カ
ザ
フ
ス

タ
ン
共
和
国
民
法
典
特
別
編
（
拙
稿
「
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
新
し
い
国
際
私

法
」
東
洋
法
学
四
六
巻
二
号
九
七
頁
）
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
第
一
世

代
か
ら
、
漸
く
、
第
二
世
代
へ
向
か
う
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
ア
ル

メ
ニ
ア
共
和
国
の
一
九
九
八
年
民
法
典
及
び
二
〇
〇
四
年
家
族
法
典

（
拙
稿
「
ア
ル
メ
ニ
ア
共
和
国
の
国
際
私
法
立
法
―
民
法
典
及
び
家
族
法
典

中
の
国
際
私
法
規
定
―
」
東
洋
法
学
五
六
巻
二
号
一
六
九
頁
以
下
）、
及
び
、

一
九
九
八
年
五
月
二
〇
日
の
グ
ル
ジ
ア
国
際
私
法
の
存
在
が
知
ら
れ
る

が
、
後
者
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
グ
マ
ン
（Bergm

ann

）
の
『
国

際
婚
姻
・
親
子
法
』
に
よ
り
、
そ
の
一
部
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

更
に
、
一
九
九
八
年
の
キ
ル
ギ
ス
タ
ン
共
和
国
民
法
典
第
二
編
（
拙
稿

「
キ
ル
ギ
ス
タ
ン
民
法
典
（
一
九
九
八
年
）
中
の
国
際
私
法
規
定
」
東
洋

法
学
五
一
巻
一
号
二
三
五
頁
以
下
）、
二
〇
〇
〇
年
の
ア
ゼ
ル
バ
イ

ジ
ャ
ン
共
和
国
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
及
び
家
族
法
典
（
拙
稿
「
ア

ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
共
和
国
の
国
際
私
法
立
法
『
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
』

及
び
『
家
族
法
典
』
中
の
国
際
私
法
規
定
―
」
東
洋
法
学
五
一
巻
二
号
六
七

頁
以
下
）、
二
〇
〇
四
年
の
カ
タ
ー
ル
民
法
典
（
拙
稿
「
ア
ラ
ブ
諸
国
国

際
私
法
立
法
の
現
代
化
―
イ
エ
メ
ン
、
カ
タ
ー
ル
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
中
心

と
し
て
―
」
東
洋
法
学
五
五
巻
一
号
一
六
一
頁
以
下
）、
前
出
一
九
八
二
年

法
を
改
正
し
た
二
〇
〇
七
年
の
ト
ル
コ
国
際
私
法
及
び
国
際
民
事
手
続

法
に
関
す
る
法
律
（
拙
稿
「
ト
ル
コ
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
東
洋
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法
学
五
三
巻
三
号
二
三
三
頁
以
下
）
が
あ
る
。

　

東
ア
ジ
ア
諸
国
に
眼
を
移
せ
ば
、
前
出
北
朝
鮮
及
び
ベ
ト
ナ
ム
の
新

立
法
の
他
に
も
、
一
九
九
九
年
の
マ
カ
オ
民
法
典
中
の
国
際
私
法
規
定

（
拙
稿
「
マ
カ
オ
の
国
際
私
法
（
上
）、（
下
）」
戸
籍
時
報
五
三
八
号
一
三
頁

以
下
、
五
三
九
号
一
七
頁
以
下
）、
二
〇
〇
一
年
の
大
韓
民
国
渉
外
私
法

（
青
木
清
「
韓
国
国
際
私
法
の
改
正
」
国
際
法
外
交
雑
誌
一
〇
〇
巻
六
号
一

頁
以
下
）、
二
〇
〇
二
年
の
モ
ン
ゴ
ル
民
法
典
（
拙
稿
「
モ
ン
ゴ
ル
民
法

典
中
の
国
際
私
規
定
」
東
洋
法
学
四
八
巻
一
号
六
九
頁
以
下
）、
二
〇
一
〇

年
の
中
華
民
国
渉
外
民
事
法
律
適
用
法
（
拙
稿
「
中
華
民
国
国
際
私
法

（
渉
外
民
事
法
律
適
用
法
）
の
改
正
（
上
）、（
中
）、（
下
の
一
）、（
下
の

二
）、（
下
の
三
・
完
）」
戸
籍
時
報
五
六
九
号
六
三
頁
以
下
、
六
六
二
号

三
五
頁
以
下
、
六
六
四
号
二
四
頁
以
下
、
六
六
五
号
四
七
頁
以
下
、
六
六
六

号
二
八
頁
以
下
）、
そ
し
て
、
中
華
人
民
共
和
国
国
際
私
法
に
つ
い
て

は
、
一
九
八
五
年
の
中
華
人
民
共
和
国
渉
外
経
済
契
約
法
、
一
九
八
七

年
の
中
華
人
民
共
和
国
民
法
通
則
、
及
び
、
二
〇
一
〇
年
の
中
華
人
民

共
和
国
渉
外
民
事
関
係
法
律
適
用
法
（
拙
編
訳
・
前
掲
書
二
二
二
頁
以

下
、
拙
編
訳
・
前
掲
書
二
二
六
頁
以
下
、
拙
稿
「
中
華
人
民
共
和
国
の
新
し

い
国
際
私
法
『
渉
外
民
事
関
係
法
律
適
用
法
』
の
解
説
（
1
）、（
2
）、

（
3
）、（
4
）、（
5
）、（
6
）、（
7
）、（
8
）、（
9
）、（
10
）、（
11
）、（
12
・

完
）」
戸
籍
時
報
六
六
三
号
二
頁
以
下
、
六
六
八
号
二
頁
以
下
、
六
六
九
号

二
頁
以
下
、
六
七
一
号
五
三
頁
以
下
、
六
七
二
号
三
六
頁
以
下
、
六
七
三
号

四
四
頁
以
下
、
六
七
八
号
四
頁
以
下
、
六
七
九
号
二
頁
以
下
、
六
八
〇
号

四
〇
頁
以
下
、
六
八
一
号
二
頁
以
下
、
六
八
三
号
二
頁
以
下
）
が
挙
げ
ら
れ

る
。

四
　
北
米
諸
国
の
国
際
私
法
立
法

　

北
米
圏
内
に
お
け
る
第
二
世
代
立
法
の
法
典
化
は
、
一
九
八
七
年
の

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
に
お
け
る
民
法
典
の
改
正
に
関
す
る
法
規
命
令
第
一

条
（
拙
稿
「
メ
キ
シ
コ
国
際
私
法
の
改
正
と
そ
の
特
質
に
つ
い
て
」
東
洋
法

学
四
二
巻
一
号
五
五
頁
以
下
）
に
始
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、「
抵
触

法
革
命
」
の
中
心
地
で
あ
り
な
が
ら
、
不
文
法
主
義
の
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
に
お
い
て
は
、
一
九
九
一
年
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
民
法
典
（
拙
稿
「
ル
イ

ジ
ア
ナ
民
法
典
中
の
国
際
私
法
規
定
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
四
三
巻
一
号

九
五
頁
以
下
）
の
他
、
二
〇
〇
一
年
の
オ
レ
ゴ
ン
州
契
約
抵
触
法
（
関

口
晃
治
「
オ
レ
ゴ
ン
契
約
抵
触
法
に
つ
い
て
」
志
學
館
法
学
九
巻
六
七
頁
以

下
）、
二
〇
〇
九
年
の
同
州
不
法
行
為
抵
触
法
が
見
ら
れ
る
に
止
ま
る
。

そ
し
て
、
同
様
の
法
体
系
を
擁
す
る
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
も
、
国
際
私
法

立
法
と
し
て
は
、
一
九
九
一
年
の
ケ
ベ
ッ
ク
民
法
典
（
拙
稿
「
ケ
ベ
ッ

ク
民
法
典
中
の
国
際
私
法
規
定
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
四
二
巻
二
号
一
二
一

頁
以
下
）
が
あ
る
に
止
ま
る
。

五
　
南
米
諸
国
の
国
際
私
法
立
法

　

北
米
圏
に
比
し
て
、
寧
ろ
、
南
米
諸
国
に
お
い
て
、
国
際
私
法
の
立

法
の
気
運
は
顕
著
で
あ
る
。
南
米
圏
内
に
お
け
る
第
二
世
代
立
法
の
法

典
化
は
、
一
九
八
〇
年
の
エ
ク
ア
ド
ル
民
法
典
（
拙
編
訳
・
前
掲
書

五
三
頁
以
下
）
に
始
ま
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
続
い
て
、

一
九
八
四
年
の
ペ
ル
ー
民
法
典
（
拙
編
訳
・
前
掲
書
三
四
八
頁
以
下
。

尚
、
そ
の
後
の
民
法
典
改
正
を
踏
ま
え
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
ペ
ル
ー
共

東洋法学　第57巻第 2号（2014年 1 月）

79



和
国
民
法
典
中
の
人
事
・
家
事
・
渉
外
規
定
の
邦
訳
（
1
）、（
2
）、（
3
）、

（
4
）、（
5
）、（
6
）、（
7
）、（
８
）」（
徐
瑞
静
と
共
訳
）
戸
籍
時
報
六
九
三

号
四
一
頁
以
下
、
六
九
四
号
八
九
頁
以
下
、
六
九
七
号
二
九
頁
以
下
、

六
九
八
号
六
二
頁
以
下
、
六
九
九
号
六
七
頁
以
下
、
七
〇
〇
号
六
三
頁
以

下
、
七
〇
二
号
九
一
頁
以
下
、
七
〇
五
号
七
四
頁
以
下
（
連
載
中
）
に
訳
出

予
定
）、
一
九
八
五
年
の
パ
ラ
グ
ア
イ
共
和
国
民
法
典
の
公
布
に
関
す

る
法
律
（
拙
編
訳
・
前
掲
書
三
〇
四
頁
以
下
）、
一
九
九
八
年
の
ベ
ネ
ズ

エ
ラ
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
（
拙
稿
「
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
国
際
私
法
の
法
典

化
に
つ
い
て
」
比
較
法
三
七
号
一
七
五
頁
以
下
）
を
改
称
し
た
ベ
ネ
ズ
エ

ラ
・
ボ
リ
バ
ル
共
和
国
国
際
私
法
（
拙
稿
「
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
・
ボ
リ
バ
ル
共

和
国
国
際
私
法
の
解
説
（
上
）、（
下
）」
戸
籍
時
報
六
六
五
号
三
五
頁
以
下
、

六
六
七
号
一
七
頁
以
下
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
ウ
ル
グ
ア
イ
に

お
い
て
は
、
二
〇
〇
八
年
に
、
国
際
私
法
草
案
が
採
択
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
　
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
国
際
私
法
立
法

　

最
後
に
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
お
け
る
国
際
私
法
の
法
典
化
も
顕
著
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
殆
ど
は
、
第
一
世
代
及
び
第
二
世
代
に
止

ま
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
世
代
に
該
当
す
る
も
の
は
見
い
出
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
の
要
因
は
、
一
九
四
二
年
の
エ
ジ
プ
ト
国
際
私
法
の
影

響
力
が
、
今
な
お
、
根
強
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
央
ア

フ
リ
カ
国
際
私
法
を
皮
切
り
に
、
一
九
七
五
年
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
民
法

典
（
拙
稿
「
ア
ラ
ブ
諸
国
国
際
私
法
立
法
の
現
代
化
―
イ
エ
メ
ン
、
カ
タ
ー

ル
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
を
中
心
と
し
て
―
」
東
洋
法
学
五
五
巻
一
号
一
六
一
頁

以
下
）、
一
九
八
九
年
の
ブ
ル
キ
ナ
・
フ
ァ
ソ
人
事
及
び
家
事
の
法
典

の
制
定
及
び
適
用
に
関
す
る
法
令
（
拙
稿
「
外
国
国
際
私
法
立
法
に
関
す

る
研
究
ノ
ー
ト
（
3
）
―
ブ
ル
キ
ナ
・
フ
ァ
ソ
国
際
人
事
・
家
族
法
」
大
阪

国
際
大
学
紀
要
国
際
研
究
論
叢
一
〇
巻
一
・
二
号
一
二
五
頁
以
下
）、

一
九
九
八
年
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
国
際
私
法
典
（
拙
稿
「
チ
ュ
ニ
ジ
ア
国
際
私

法
の
法
典
化
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
四
四
巻
二
号
七
九
頁
以
下
）
が
続
い
て

い
る
。
全
体
と
し
て
、
国
際
私
法
立
法
の
整
備
が
不
充
分
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
近
い
将
来
に
お
い
て
、
最
も
大
き
な
改
革
が
実
行
さ
れ
る
可
能

性
は
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
こ
そ
存
す
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ

う
。

七
　
後
書
き

　

第
一
世
代
、
第
二
世
代
、
第
三
世
代
の
立
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に

つ
い
て
は
、
多
角
的
な
観
点
か
ら
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
各
世
代
の
区
分
の
基
準
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
も

含
め
、
改
め
て
報
告
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

 

（
か
さ
は
ら
・
と
し
ひ
ろ　

東
洋
大
学
法
学
部
教
授
）
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